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印
度
學
佛
敎
學
硏
究
第
六
十
七
巻
第
一
号
　
平
成
三
〇
年
十
二
月

明
恵
『
華
厳
信
種
義
』
に
み
る
「
凡
夫
の
信
」
に
つ
い
て

米

澤

実

江

子

は
じ
め
に

明
恵
（
一
一
七
三
―
一
二
三
二
）
は
法
然
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
の

『
選
択
集
』
を
批
判
し
（『
摧
邪
輪
』・『
荘
厳
記
』）、
そ
の
後
、
李
通
玄
の

著
作
を
披
閲
（
一
二
二
〇
）
し
た
後
）
1
（

、『
解
脱
門
義
』（
一
二
二
〇
）
な
ら

び
に
『
華
厳
信
種
義
』（『
信
種
義
』
一
二
二
一
）
を
著
し
た
。
前
者
は
修

行
者
を
対
象
に
「
五
十
二
位
等
を
経
歴
す
る
方
法
」
を
述
べ
、
後
者
は

在
家
者
を
対
象
と
し
て
「
信
を
起
こ
す
方
法
」
を
述
べ
た
と
す
る
）
2
（

。
本

稿
で
は
、
明
恵
が
凡
夫
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
、
凡
夫
が
起
こ
す

「
信
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、『
信
種
義
』
に
お

け
る
「
如
来
の
十
徳
」（「
十
徳
」）
と
「
十
甚
深
義
」（「
十
深
」）
の
関
連

を
中
心
に
検
討
す
る
。

一
　
明
恵
の
凡
夫
観

一
・
一
　『
摧
邪
輪
』（
一
二
一
二
）
で
は
「
菩
提
心
は
各
位
に
随
っ
て

浅
深
不
同
で
あ
り
多
種
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
善
導
が
心
を
向
け
る

の
は
縁
発
心
を
取
る
未
入
位
の
凡
夫
で
あ
る
）
3
（

と
す
る
。
ま
た
『
荘
厳

記
』（
一
二
一
三
）
で
は
「
善
導
の
『
観
経
疏
』
撰
述
意
図
は
、
取
相
の

愚
か
な
凡
夫
に
対
し
て
、
具
体
的
な
仏
と
浄
土
を
示
す
こ
と
で
仏
道
へ

導
く
た
め
で
あ
る
）
4
（

」
と
い
う
理
解
を
示
す
。『
摧
邪
輪
』
で
は
、
仏
道

に
つ
い
て
「
全
て
の
仏
が
発
菩
提
心
を
勧
め
る
理
由
は
、
仏
の
正
覚
は

菩
提
心
に
よ
っ
て
成
さ
れ
る
）
5
（

か
ら
で
あ
り
、
仏
道
と
し
て
異
な
る
こ
と

は
な
く
、
粗
野
な
人
々
も
発
心
不
退
な
ら
速
や
か
に
仏
果
を
証
す
る
）
6
（

」

と
し
て
、
仏
の
発
心
か
ら
成
仏
ま
で
の
過
程
を
、
専
修
念
仏
者
（
未
入

位
の
凡
夫
）・
田
夫
野
客
等
の
修
道
の
手
本
と
す
べ
き
こ
と
を
示
す
。

一
・
二
　『
三
時
三
宝
礼
釈
）
7
（

』（
一
二
一
五
）
8
（

）
で
は
、
は
じ
め
に
自
行
と

し
て
の
礼
拝
の
方
法
を
示
し
、「
既
に
自
行
の
あ
る
人
に
強
制
す
る
も

の
で
は
な
い
）
9
（

」
と
述
べ
、
自
行
を
簡
略
化
し
た
易
行
を
在
家
の
た
め
の

礼
拝
の
方
法
と
し
て
示
す
）
10
（

。
ま
た
「
問
者
（
在
家
）
の
よ
う
に
志
あ
る

者
に
、
勤
行
可
能
な
一
行
が
あ
る
」
と
し
て
、「
志
を
持
ち
、
栗
柿
で

も
ま
ず
三
宝
に
供
え
る
こ
と
」
と
し
、
明
恵
自
身
も
幼
少
の
頃
に
始
め

た
と
し
て
、
年
少
者
に
も
可
能
な
易
行
と
し
て
の
礼
拝
行
を
示
す
）
11
（

。
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一
・
三
　『
三
時
三
宝
礼
功
徳
義
）
12
（

』（
一
二
一
六
）
13
（

）
で
は
、『
弥
勒
菩
薩
所

問
本
願
経
）
14
（

』
を
援
用
し
て
、
弥
勒
菩
薩
は
多
く
の
布
施
行
で
は
な
く
、

礼
敬
の
一
行
に
よ
っ
て
仏
果
を
得
た
こ
と
を
示
し
、
信
心
決
定
し
て
礼

拝
を
行
う
場
合
は
、
余
行
を
行
わ
な
く
て
も
遠
近
に
利
益
を
得
る
こ
と

と
、
礼
敬
に
励
み
功
徳
を
積
む
こ
と
）
15
（

を
述
べ
る
。

こ
れ
ら
の
内
容
か
ら
、
明
恵
は
、
田
夫
野
客
を
含
む
在
俗
者
・
専
修

念
仏
者
等
を
、
成
仏
道
の
過
程
に
お
け
る
自
明
の
存
在
で
あ
る
未
入

位
・
取
相
・
愚
縛
等
の
凡
夫
と
し
た
上
で
、
易
行
を
複
雑
な
内
容
の
簡

略
化
と
し
て
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
明
恵
自
身
は
未
成
仏
の
修

行
者
と
し
て
愚
僧
（
上
位
者
に
対
し
て
凡
夫
）
と
自
称
し
な
が
ら
、
出
家

修
行
者
と
し
て
在
俗
等
の
凡
夫
と
は
同
じ
地
平
に
立
っ
て
い
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

二
　『
信
種
義
』
に
み
る
凡
夫
観

『
信
種
義
』
は
、
賀
茂
久
継
）
16
（

の
請
い
に
応
じ
て
、
前
年
に
著
し
た

『
解
脱
門
義
』
に
お
け
る
「
信
位
」
の
段
を
基
に
撰
述
し
た
。「
信
位
」

の
段
は
、
李
通
玄
『
新
華
厳
経
論
』（
明
恵
は
志
寧
編
纂
『
華
厳
経
合
論
』

に
依
る
）
の
「
十
徳
」
と
、
法
蔵
『
探
玄
記
』
の
「
十
深
」
を
中
心
に

展
開
す
る
。『
解
脱
門
義
』
が
修
行
者
の
信
位
の
内
容
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
対
し
、『
信
種
義
』
は
、
未
入
位
の
凡
夫
（
在
家
者
）
を
仏
道

に
導
く
た
め
に
、「
信
」
を
ど
の
よ
う
に
起
こ
し
、
ま
た
深
ま
る
か
に

つ
い
て
述
べ
）
17
（

、「
総
」・「
別
」・「
問
答
」
か
ら
な
る
）
18
（

。

二
・
一
　「
十
徳
」
と
「
十
深
」

李
通
玄
は
「
十
徳
」
に
つ
い
て
「
文
殊
は
信
心
の
者
の
信
解
を
増
広

さ
せ
る
た
め
に
、
仏
の
十
種
の
徳
を
挙
げ
て
称
讃
す
る
）
19
（

」
と
し
、
一
々

に
そ
の
徳
が
称
讃
さ
れ
る
理
由
を
示
す
。
法
蔵
は
「
十
深
」
に
つ
い

て
、「
信
の
中
に
解
行
を
成
す
こ
と
を
趣
と
す
）
20
（

」
と
す
る
。

『
解
脱
門
義
』
で
は
、
行
者
が
「
十
徳
」
に
お
い
て
起
こ
し
た
「
信
」

に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
益
）
21
（

を
示
し
、「
十
深
」
を
「
十
信
の
菩
薩
の
観
解

の
深
玄
）
22
（

」
と
し
て
、
行
者
が
信
に
よ
っ
て
起
こ
す
智
慧
が
甚
深
で
あ
る）23
（

と
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前
後
の
関
連
に
つ
い
て
は
言
及
せ
ず
、

両
者
の
会
通
を
行
者
に
委
ね
る
）
24
（

。

『
信
種
義
』
で
は
、「
十
深
」
を
「
十
徳
」
の
内
容
が
甚
深
で
あ
る
）
25
（

と

し
て
、
各
「
十
徳
」
に
対
応
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
に
対
し
て
起
こ
し

た
「
信
」
が
甚
深
の
内
容
に
よ
っ
て
深
固
に
な
る
と
す
る
。
次
に
「
第

九
」
を
挙
げ
て
、「
十
徳
」
と
「
十
深
」
の
相
順
関
係
を
考
察
す
る
。

《
第
九
、
如
来
苦
行
精
進
徳
》

『
解
脱
門
義
』
で
は
、「
行
者
は
こ
の
徳
を
信
じ
る
こ
と
で
、
勇
猛
精

進
し
て
不
退
と
な
る
）
26
（

」
と
す
る
。『
信
種
義
』
で
は
、「
第
八
、
如
来
智

恵
方
便
徳
」
の
「
如
来
の
智
慧
方
便
を
深
く
信
じ
て
余
果
を
求
め
ず
、

滞
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
必
ず
仏
と
な
る
）
27
（

」
に
対
し
て
、「
取
相
の
凡
夫

は
、
大
い
な
る
智
慧
を
ど
の
よ
う
に
し
て
憑
み
に
す
る
の
か
」
と
問

い
、「
一
乗
教
の
仏
智
は
、
平
等
性
智
と
相
応
す
る
大
慈
大
悲
が
欠
け

る
こ
と
は
な
い
）
28
（

」
と
し
て
、
仏
の
徳
は
一
切
衆
生
を
平
等
に
救
済
す
る
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旨
を
述
べ
て
、『
解
脱
門
義
』
の
内
容
を
以
て
答
え
と
す
る
。

『
信
種
義
』
で
は
、「
第
二
徳
」
以
下
「
第
八
徳
」
ま
で
は
、「
十
徳
」

と
「
十
深
」
を
一
対
一
の
対
応
関
係
で
示
し
、
と
も
に
前
の
内
容
に
つ

い
て
凡
夫
の
立
場
か
ら
設
問
す
る
こ
と
で
、
後
の
内
容
を
起
こ
す
「
相

順
」
に
よ
っ
て
展
開
し
、
当
該
の
『
解
脱
門
義
』
の
内
容
を
踏
ま
え
て

答
と
し
、「
十
深
」
が
示
す
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
の
深
い
内
容
（
甚
深
）
に

よ
っ
て
「
信
」
が
深
固
に
な
る
と
す
る
。
し
か
し
、「
第
九
、
一
乗
甚

深
」
で
は
、
第
九
徳
以
外
の
徳
と
の
関
連
も
示
す
。

《
第
九
、
一
乗
甚
深
》

『
解
脱
門
義
』
で
は
、「
諸
仏
の
因
果
は
皆
同
じ
で
あ
る
が
、
衆
生
の

感
見
に
随
っ
て
仏
法
に
差
別
が
あ
る
）
29
（

」
と
す
る
。『
信
種
義
』
で
は
、

前
の
「
第
八
、
助
道
甚
深
」
の
「
智
恵
を
正
と
し
戒
定
等
を
助
と
し
、

正
助
相
資
し
て
必
ず
仏
果
を
成
す
）
30
（

」
に
対
し
て
、「
同
一
仏
果
を
成
す

に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
諸
仏
に
違
い
が
あ
る
の
か
」
と
問
い
、「
種
々
の

差
別
は
衆
生
の
機
感
に
随
う
。
諸
仏
に
優
劣
は
な
い
）
31
（

」
と
し
て
、『
解

脱
門
義
』
の
内
容
に
順
じ
て
答
え
、
続
け
て
次
の
よ
う
な
展
開
を
示

す
。

・「
第
四
、
如
来
為
説
深
法
徳
」
に
「
第
九
、
一
乗
甚
深
」
を
摂
す
る
。

・ 「
第
七
、
正
行
甚
深
（「
第
六
、
正
教
甚
深
」
に
示
す
）
32
（

）」
に
「
第
九
、
苦

行
精
進
徳
」
を
摂
す
る
。

と
し
た
上
で
、「「
第
四
、
説
法
甚
深
」・「
第
六
、
正
教
甚
深
」・「
第

九
、
一
乗
甚
深
」
等
に
ど
の
様
な
異
な
り
が
あ
る
の
か
」
と
問
い
、

「「
説
法
甚
深
」
は
権
実
の
法
を
説
く
。
横
遍
が
深
。
一
乗
を
兼
ね
て
横

に
説
き
つ
く
す
／「
正
教
甚
深
」
は
直
ち
に
正
教
を
出
す
。
教
体
が
深

／「
一
乗
甚
深
」
は
究
竟
の
理
を
顕
わ
す
。
竪
極
が
深
。
実
機
に
授
け

て
竪
に
極
め
る
」
と
答
え
、「
如
来
の
諸
説
は
、
全
て
、
行
者
に
苦
行

精
進
し
て
仏
果
に
証
入
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
）
33
（

」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

「
第
九
、
一
乗
甚
深
」
で
は
、
仏
は
説
法
（
第
四
、
如
来
為
説
深
法
徳
／
説

法
甚
深
）
に
よ
っ
て
教
え
（
第
六
、
正
教
甚
深
）
を
示
し
、
行
者
は
教
え

に
示
さ
れ
た
正
行
（
第
七
、
正
行
甚
深
）
を
修
し
極
め
る
（
第
九
、
苦
行
精

進
徳
）
こ
と
で
一
乗
の
仏
果
を
得
る
（
第
九
、
一
乗
甚
深
）
と
す
る
理
解

を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
第
九
、
一
乗
甚
深
」
に
お
い
て
一
対
一
の
対
応
関

係
を
離
れ
、
他
の
徳
と
の
関
連
を
示
す
こ
と
は
、「
第
九
徳
」
の
み
因

で
あ
る
苦
行
精
進
が
信
の
対
象
で
あ
る
こ
と
で
、
因
で
あ
る
苦
行
が
仏

の
多
様
な
果
徳
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
苦
行
に
対
し
て

も
凡
夫
に
信
を
生
じ
さ
せ
、
維
持
・
精
進
さ
せ
、
苦
行
か
ら
退
転
さ
せ

な
い
よ
う
に
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
・
二
　
随
文
就
義
釈

明
恵
は
、『
摧
邪
輪
』
に
お
い
て
「
教
え
に
異
な
り
が
あ
っ
て
も
、

対
象
に
相
応
す
る
内
容
に
勝
劣
は
な
い
）
34
（

」
と
し
、『
荘
厳
記
』
で
は

「
法
然
は
釈
文
の
方
軌
を
理
解
し
て
い
な
い
）
35
（

」
と
し
て
『
選
択
集
』
を

批
判
す
る
。
ま
た
、『
摧
邪
輪
』
で
は
「
我
々
は
仏
法
に
出
会
い
発
心
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を
し
て
も
不
退
を
得
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
、
現
実
の
在
り
方
を
述
べ

な
が
ら
、
釈
尊
の
教
え
に
背
か
な
い
こ
と
を
強
調
す
る
）
36
（

。
こ
の
時
点
で

の
明
恵
は
、
凡
夫
の
在
り
よ
う
を
、
教
文
の
と
お
り
に
理
解
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
、
成
仏
道
の
一
過
程
と
し
て
捉
え
、
そ
の
対
応
に
は
、
一

つ
の
教
え
（
文
言
）
を
簡
易
に
説
く
こ
と
で
事
足
り
て
い
た
と
考
え
ら

れ
、
対
象
を
凡
夫
の
み
に
限
定
し
た
解
釈
を
示
す
ま
で
に
は
到
っ
て
い

な
い
）
37
（

と
考
え
ら
れ
る
。

『
信
種
義
』
で
は
「
宗
家
に
釈
文
の
方
軌
有
り
。
随
文
就
義
釈
と
名

づ
く
。『
信
種
義
』
は
就
義
釈
で
あ
る
）
38
（

」
と
す
る
。
こ
の
「
随
文
就
義

釈
」
に
つ
い
て
『
聞
集
記
』
で
は
「
随
文
は
文
面
に
任
せ
て
解
釈
を

し
、
就
義
は
文
面
を
離
れ
て
内
容
が
示
す
意
図
を
探
っ
て
解
釈
を
す

る
）
39
（

」
と
し
て
い
る
。
明
恵
が
「『
信
種
義
』
は
就
義
釈
で
あ
る
」
と
す

る
の
は
、
修
行
者
を
対
象
と
す
る
『
解
脱
門
義
』
の
「
信
位
の
段
」

を
、
凡
夫
を
対
象
と
し
た
『
信
種
義
』
と
し
て
著
す
時
、「
十
徳
」
を

『
解
脱
門
義
』
と
同
様
に
信
の
対
象
と
し
た
上
で
、
未
入
位
の
凡
夫
の

た
め
の
説
明
を
施
し
、「
十
深
」
を
『
解
脱
門
義
』
の
「
信
に
よ
っ
て

起
こ
さ
れ
る
行
者
の
智
慧
が
甚
深
で
あ
る
」
と
す
る
内
容
と
は
異
な

り
、「
仏
の
十
徳
の
内
容
が
甚
深
で
あ
る
」
と
す
る
こ
と
で
凡
夫
の
信

が
深
め
ら
れ
る
、
と
解
釈
し
直
し
た
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
凡
夫
に
と
っ
て
起
し
難
く
維
持
し
難
い
「
信
」
を
、
如
何
に

生
じ
さ
せ
、
如
何
に
退
転
さ
せ
な
い
よ
う
に
導
く
か
、
を
示
す
た
め
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
信
種
義
』
に
お
い
て
「
随
文
就
義
釈
」
を
用
い
た
こ
と
は
、『
選
択

集
』
批
判
を
通
し
て
深
く
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
善
導
の
『
観
経
疏
』

の
撰
述
態
度
を
「
未
入
位･

取
相
の
凡
夫
を
対
象
と
し
て
経
典
を
解
釈

し
た
」
と
理
解
し
た
こ
と
が
影
響
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
と
め

明
恵
が
捉
え
る
凡
夫
の
在
り
よ
う
は
、
一
貫
し
て
、
流
転
か
ら
成
仏

に
到
る
過
程
内
の
、
未
入
位
・
取
相
・
愚
縛
等
の
存
在
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
凡
夫
が
起
こ
す
信
は
、
信
位
の
修
行
者
の
よ
う
に
自
ら
深
ま
る

も
の
で
は
な
く
、
仏
の
徳
の
甚
深
な
る
用
ら
き
に
よ
っ
て
深
ま
る
も
の

と
す
る
理
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
行
者
を
対
象
と
し
た

『
解
脱
門
義
』
で
は
、
李
通
玄
の
「
十
徳
」
と
法
蔵
の
「
十
深
」
を
行

者
に
会
通
す
べ
き
こ
と
と
し
な
が
ら
、『
信
種
義
』
で
は
、
明
恵
自
ら

が
「
十
徳
」
と
「
十
深
」
を
相
順
に
よ
っ
て
会
通
し
説
明
し
た
こ
と

は
、
信
の
対
象
は
断
絶
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
十
徳
」

も
「
十
深
」
も
そ
れ
ぞ
れ
に
連
続
し
、
相
互
に
関
連
し
合
い
、
段
階
を

経
て
信
が
深
ま
る
こ
と
を
凡
夫
に
示
す
意
図
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

1
　『
華
厳
仏
光
三
昧
観
冥
感
伝
』（
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
明

恵
上
人
資
料
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
一
―
二
〇
〇
〇
、
以
下
『
明

資
』）
四
、
二
〇
三
頁
下
）。
　
　
　

2
　『
聴
集
記
』（『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
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明
恵
『
華
厳
信
種
義
』
に
み
る
「
凡
夫
の
信
」
に
つ
い
て
（
米

澤
）

四
号
、
六
六
頁
）。
両
書
は
対
象
が
異
な
る
の
で
、『
信
種
義
』
を
「
単
に

『
解
脱
門
義
』
の
要
略
と
す
る
」（
島
地
大
等
『
日
本
仏
教
教
学
史
』（
中
山

書
房
、
一
九
七
六
）
三
八
八
頁
）
こ
と
に
は
再
考
を
要
す
る
と
考
え
る
。
　
　
　

3
　
鎌
田
茂
雄
・
田
中
久
夫
編
『
鎌
倉
旧
仏
教
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
一
）

三
二
〇
頁
上
―
下
。
米
澤
実
江
子
「『
摧
邪
輪
』
に
見
る
明
恵
の
平
等
観
」

『
福
原
隆
善
先
生
古
稀
記
念
論
集
　
仏
法
僧
論
集
』
二
、
山
喜
房
仏
書
林
、

二
〇
一
三
、
八
二
八
頁
。
　
　
　

4
　『
浄
全
』
八
、
八
〇
一
頁
上
。
　
　
　

5
　
鎌
田
・
田
中
一
九
七
二
、
三
二
五
頁
下
。
　
　
　

6
　
鎌
田
・
田
中

一
九
七
二
、
三
三
三
頁
上
。
　
　
　

7
　
在
俗
者
・
西
方
行
者
（『
新
版
日

蔵
』
七
四
、
一
六
九
頁
下
・
一
七
二
頁
下
）
と
の
十
問
答
か
ら
な
る
。
先
行

研
究
で
は
「
専
修
念
仏
の
影
響
が
あ
る
」
他
の
指
摘
が
あ
る
（
石
井
教
道

「
厳
密
の
始
祖
高
弁
」（『
大
正
大
学
学
報
』
第
三
号
、
一
九
二
八
）
他
）。
　
　
　

8
　『
仮
名
行
状
』（『
明
資
』
一
、
四
六
頁
）。『
明
資
』
一
、
五
〇
頁
。
　
　
　

9
　『
新
版
日
蔵
』
七
四
、
一
六
一
頁
上
―
下
。
　
　
　

10
　『
新
版
日
蔵
』

七
四
、
一
七
三
頁
上
。
　
　
　

11
　『
新
版
日
蔵
』
七
四
、
一
七
三
頁
下
― 

一
七
四
頁
上
（
第
八
問
答
）。
　
　
　

12
　
藤
原
孝
道
（
一
一
六
六
―
一
二
三
七

年
。
市
古
貞
次
他
編
『
国
書
人
名
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
―
一
九
九
六
）

四
、
二
一
九
頁
）
が
見
た
「
三
宝
礼
拝
」
の
瑞
夢
に
対
し
て
「
三
宝
礼
拝
」

を
行
う
こ
と
の
功
徳
を
説
き
、
六
問
答
か
ら
な
る
。
　
　
　

13
　『
仮
名
行
状
』

（『
明
資
』
一
、
五
一
―
五
二
頁
）。
　
　
　

14
　『
大
正
』
十
二
、
一
八
八
頁

下
。
　
　
　

15
　『
新
版
日
蔵
』
七
四
、
一
八
二
頁
下
。
　
　
　

16
　「
賀
茂

社
司
（
神
主
）
久
継
」、
賀
茂
能
久
（
一
一
七
一
―
一
二
二
三
年
）
第
二
子
。
　
　
　

17
　『
信
種
義
』（『
明
資
』
五
、
二
六
四
頁
）。
　
　
　

18
　
木
村
清
孝
「
明

恵
に
お
け
る
「
信
」
の
思
想
の
一
特
質

―
金
沢
文
庫
本
『
華
厳
信
種
義
聞
集

記
』
を
援
用
し
て

―
」（『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
二
〇
巻
一
〇
号
、
一
九
七
四
）

他
参
照
。
　
　
　

19
　『
華
厳
経
合
論
』（『
卍
新
纂
大
日
本
続
蔵
経
』
四
、

一
八
三
頁
下
―
一
八
五
頁
上
）。
　
　
　

20
　『
探
玄
記
』（『
大
正
』
三
五
、

一
七
六
頁
下
）。
明
恵
は
建
久
年
間
に
は
、
既
に
「
十
深
」
に
つ
い
て
検
討

（『
仮
名
行
状
』（『
明
資
』
一
、
三
二
頁
・
四
〇
頁
）。
　
　
　

21
　『
明
資
』
五
、

一
〇
六
―
一
〇
七
頁
。
　
　
　

22
　『
明
資
』
五
、
一
〇
八
頁
。
　
　
　

23
　『
聴

集
記
』（『
金
沢
文
庫
研
究
』
第
四
号
、
五
頁
）。
　
　
　

24
　『
明
資
』
五
、

一
〇
九
頁
。
　
　
　

25
　『
華
厳
信
種
義
聞
集
記
』（『
聞
集
記
』（
金
沢
文
庫
編

『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
』
二
、
一
九
七
五
、
二
一
八
頁
上
））。
　
　
　

26
　『
明
資
』

五
、
一
〇
七
頁
。
　
　
　

27
　『
明
資
』
五
、
二
六
二
頁
。
　
　
　

28
　『
明

資
』
五
、
二
六
二
―
二
六
三
頁
。
　
　
　

29
　『
明
資
』
五
、
一
〇
九
頁
。
　
　
　

30
　『
明
資
』
五
、
二
六
六
頁
。
　
　
　

31
　『
明
資
』
五
、
二
六
七
頁
。
　
　
　

32
　『
明
資
』
五
、
二
六
五
頁
。
　
　
　

33
　『
聞
集
記
』（『
金
沢
文
庫
資
料
全

書
』
二
、
二
五
七
頁
下
）。
　
　
　

34
　
鎌
田
・
田
中
一
九
七
二
、
三
八
五
頁
上
。 

35
　『
浄
全
』
八
、
八
〇
〇
頁
下
。
　
　
　

36
　
鎌
田
・
田
中
一
九
七
二
、

三
三
三
頁
上
。
　
　
　

37
　
髙
橋
弘
次
『
続
法
然
浄
土
教
の
諸
問
題
』（
山
喜

房
仏
書
林
、
二
〇
〇
五
）
一
八
一
頁
参
照
。
　
　
　

38
　『
信
種
義
』（『
明
資
』

五
、
二
六
九
頁
）。
　
　
　

39
　『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
』
二
、
二
六
〇
―

二
六
一
頁
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉
明
恵
、『
信
種
義
』、
十
徳
、
十
甚
深
、
凡
夫
、
信
、『
解

脱
門
義
』、
李
通
玄
、
法
蔵

（
浄
土
宗
総
合
研
究
所
嘱
託
研
究
員
・
博
士（
文
学
））


